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                           令和５年４月３日  

                           監 査 委 員 決 定  

 

令和５年度 草加市監査計画 

 

 令和５年度における監査、検査及び審査（以下「監査等」という。）は、次のと

おり実施します。 

 

１ 基本方針 

  草加市の財政状況は、歳入の根幹をなす市税収入の大幅な増加を期待すること

は難しい一方、新庁舎建設や新田駅周辺の区画整理の本格化など大規模事業の実

施による公債費の大幅な増加に加え、高齢化の進展に伴い自立支援などの社会保

障に要する事業費も増加傾向にあり、非常に厳しいものとなっています。 

  令和５年度の本市は、優先度の高い事業を把握し、政策・財源の調整を行うこ

とで財政的に持続可能な市政運営となるよう、第四次総合振興計画、第二期基本

計画における３つの重点テーマ「持続可能性の向上」「ブランド力の向上」「コ

ミュニティ力の向上」に対して特に効果が高い取組、先導的な役割を果たす取組

を優先的に実施することとしています。また、施政方針においては、この３つの

重点テーマと五大戦略である「福祉政策」「子ども政策」「経済活性化」「まち

づくり」「市民が主役」について、整合性を図りながら各種事業に取り組み、市

と市議会、市民との対話を通じてパートナーシップを培い、まちづくりを進めて

いくとしています。 

  こうした状況のもと、本年度における監査等は、次の基本方針に基づき実施し

ます。 

 

 ⑴ 地方自治運営の基本を重視 

   事務の執行及び管理が地方自治法第２条第１４項（住民の福祉の増進、最少

の経費で最大の効果）及び同条第１５項（組織及び運営の合理化、規模の適正

化）の規定に準拠して処理されているかどうかを基本的な留意事項とします。 

 

 ⑵ 市民目線の取組 

   適法性に加え、経済性（最少のコストで適切な量及び質で行われている

か)、効率性（執行において時間や経費等が効率的に行われているか）、有効性

（事務事業が市民にとって有効か、目的に沿って効果を上げているか）を観点

として、市民目線に立つことを目指します。 

 

 ⑶ 事前予防の取組 

   対象部局におけるチェック体制など、事務の仕組みを確認し、適切でない処

理の発生を事前に予防することを目指します｡また、監査等を行う中で得られ

た事務の参考となる情報を庁内で共有し、再発防止を促します。 
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 ⑷ 事後対応の確認及び情報の発信 

 過去に行った監査等における指摘事項等に対する改善状況について、今年度

の監査を実施していく中で確認を行います。また、市民に対し、監査結果など

に関する情報をホームページなどで公開します。 

 

 ⑸ リスクアプローチによる監査及び内部統制への留意 

 誤り、不備等が発生する可能性が高い事項を事前に把握し、重点的に監査を

行うリスクアプローチの手法を取り入れ、効率的かつ効果的な監査を実施しま

す。また、定められた事務処理の手順等を適切に遂行できる体制や仕組み（内

部統制）が整っているかどうかにも留意して監査を行います。 

 

２ 監査等の実施方針 

  令和５年度に実施する監査等については、次の方針によることとし、それぞれ

の具体的な内容は、別途、監査等の実施計画において定めます。また、監査等の

実施に当たっては、これまでの監査等で蓄積された情報を活用し、効果的に行い

ます。 

 

 ⑴ 定例監査（地方自治法第１９９条第１項及び第４項） 

   市の財務に関する事務の執行（予算の執行、収入、支出、契約、出納保管、

財産管理等）を対象とし、法令等の規定に基づき適正に処理されているかとい

う適法性の観点を主眼に監査を実施します。また、経済性、効率性及び有効性

の観点についても留意します。 

 

 ⑵ 行政監査（地方自治法第１９９条第２項） 

   市が行う事務の執行（内部組織、職員配置、事務処理方法、行政運営等）を

対象とし、その目的を達成するために有効なものとなっているかを主眼に監査

を実施します。また、経済的、効率的に執行され、かつ法令等に従って適正に

行われているかについても留意します。 

 

 ⑶ 財政援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項） 

   市が補助金交付等の財政援助を行っている団体等の出納その他の事務の執行

を対象として実施します。併せて、所管部の当該団体に対する指導監督が適切

に行われているかについても留意します。 

  ア 補助金交付団体 

    市が補助金等を交付している団体について、その事業が補助等の目的に沿 

   って適正かつ効果的に執行され、目的を達成しているかを主眼として実施し 

   ます。 

  イ 出資団体  

    市が出資を行っている団体について、その事業が出資の目的に沿って適正

かつ効果的に執行され、目的を達成しているかを主眼として実施します。 
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  ウ 公の施設の指定管理者 

    施設は関係法令の定めるところにより適切に管理されているか、協定等に

基づく義務の履行は適切に行われているか、また、管理に係る会計経理が適

正に行われているかを主眼として実施します。 

 

 ⑷ 例月出納検査（地方自治法第２３５条の２第１項） 

   各会計の現金の出納について、毎月の計数の適正性を関係諸帳簿と照合確認

するとともに、収入及び支出の基礎となる事務の適法性、妥当性並びに現金保

管状況等を検査します。また、必要な場合は、財務に関する事務の執行等につ

いても確認を行い、今後の財務に関する監査の計画及び執行に活用します。 

 

 ⑸ 決算審査（地方自治法第２３３条第２項、地方公営企業法第３０条第２項） 

  ア 各会計歳入歳出決算審査 

    各会計の決算計数が適正なものとなっているか確認及び分析をするととも

に、予算の執行、資金運用及び財産管理の状況について審査し、意見を付し

ます。なお、主要事業については、事業が適正かつ効果的に実施されている

かを留意します。 

  イ 公営企業会計決算審査 

    決算計数が適正なものとなっているか確認及び分析をするとともに、経営

成績、財政状態及び建設改良事業について審査し、意見を付します。なお、

審査に当たっては、経済性の発揮及び公共性の確保がなされているかを主眼

として、検討を加えます。 

 

 ⑹ 基金運用状況審査（地方自治法第２４１条第５項） 

   基金運用状況調書等の計数が適正なものとなっているかを確認するととも

に、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主

眼として審査し、意見を付します。 

 

 ⑺ 健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第

１項、同法第２２条第１項） 

  ア 健全化判断比率審査 

    健全化判断比率（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将

来負担比率）が適正に算定されているかどうかを確認するとともに、その基

礎となる計数が正確に計上されているかどうかについても審査し、意見を付

します。 

  イ 資金不足比率審査 

    資金不足比率が適正に算定されているかどうかを確認するとともに、その

基礎となる計数が正確に計上されているかどうかについても審査し、意見を

付します。  
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３ 監査等の実施期間、対象部局及び公表時期等 

  監査等の実施期間、対象部局及び公表時期等は、次の監査等実施予定表のとお

りとします。 

監査等実施予定表 

監 査 区 分 実 施 期 間 対  象  部  局  等 公 表 時 期 

定例監査 令和５年４月～ 

令和５年１２月 

草加市立病院 令和５年１２月 

令和５年７月～ 

令和６年３月 

子ども未来部、都市整備

部 

令和６年３月 

行政監査 令和５年４月～ 

令和６年３月 

全部局室対象 令和６年３月 

財政援助団体等監査 令和５年４月～ 

令和５年１２月 

社会福祉法人草加市社会

福祉事業団 

令和５年１２月 

例月出納検査 原則毎月２５日を例日

とする。 

一般会計・特別会計 

水道事業会計 

病院事業会計 

公共下水道事業会計 

令和５年４月から

令和６年３月まで

の各月 

各会計歳入歳出決算

審査 

令和５年７月～ 

令和５年８月 

一般会計・特別会計 令和５年９月 

公営企業会計決算審

査 

令和５年６月～ 

令和５年８月 

水道事業会計 

病院事業会計 

公共下水道事業会計 

令和５年９月 

基金運用状況審査 令和５年７月～ 

令和５年８月  

基金 令和５年９月 

健全化判断比率審査 令和５年７月～ 

令和５年８月 

一般会計、特別会計（公

営企業会計を含む）、一部

事務組合・広域連合、地

方公社・第三セクター等 

令和５年９月 

資金不足比率審査 令和５年６月～ 

令和５年８月 

水道事業会計、病院事業

会計、公共下水道事業会

計、新田西部土地区画整

理事業特別会計、新田駅

西口土地区画整理事業特

別会計 

令和５年９月 

 ※ 監査の執行は、監査執行予定日の７日前までに通知します。 

 ※ 審査意見は、市長に提出します。 

 ※ 監査結果は、市議会、市長及び関係する行政委員会に提出します。 

 ※ 監査等を実施する中で、監査項目が監査対象部局以外に関連する場合には、その部局に

ついても監査対象とします。 

 

４ その他 

  本計画に定める監査等のほか、本年度において監査を実施する必要が生じた場

合は、別途、実施計画を定め、実施するものとします。なお、その場合は、本計

画を変更することがあります。 


